
播磨町
学童保育事業案内書



春・夏・冬休み期間利用




　


　播磨町学童保育所についての概要　
高砂キッズ・スペースとは・・・
昭和58年に学童保育所を作り、運営してきた高砂市学童保育連絡協議会を前身とした特定非営利活動法人です

【1】開所時間
　　○８時から１８時
　　　※　安全上 児童だけで登所はさせないでください
　　　　　早朝（7時30分～）延長（18時～19時）については希望がある場合は保育を行います

【2】休所日
　日曜日・祝日、夏期休業日（８月１３日～８月１５日）冬期休業日（１２月２９日～１月３日）

【3】入所申請受付期間
　　受付期間：春：２月１日～２月２０日
　　　　　　　夏：６月１日～６月２０日
　　　　　　　冬：１１月１日～１１月２０日（いずれも日・祝日除く）
　　　　時間：　　１２時～１８時
　　受付場所：　　各学童保育所・高砂キッズ・スペース事務局
入所審査結果：　　締切り後翌月初旬（３月７月１２月）頃までに書面にて通知

【4】対象児童
　　播磨町内の小学校に在籍する小学生で、保護者の就労などのため長期休暇期間中の保育が必要な児童

【5】支援員
　　専任２名（利用人数によって基準を定めています。児童の状況によって配慮が必要と思われる場合
支援員の加配をおこないます）

【6】施設　
　　　播磨幼稚園遊戯室棟

[bookmark: _Hlk11678890]



【7】費用
短期利用のため先払いとさせて頂きます。前日までに入金確認できない場合は利用できません
	[bookmark: _Hlk174961675]
	春休み
	夏休み
	冬休み

	保育料
	３，５００円（３月分）
	１８，５００円
	５，０００円

	
	３，５００円（４月分）
	
	

	保育材料費とおやつ代
	６００円（３月分）
	３３００円
	７００円

	
	６００円（４月分）
	
	

	水道光熱費
	２５０円（３月分）
	５００円
	４００円

	
	２５０円（４月分）
	
	

	スポーツ安全保険
	８００円（３月分）
	
	

	
	８００円（４月又は入所日～３月まで有効のため年に１度のお支払いになります）

	[bookmark: _Hlk174951960]総合計（保険料込みの金額）
	１０，３００円 (３月振替)
	２３，１００円 (７月振替)
	６，９００円 (１２月振替)


★春休みについては、年度が替わるため３月と４月に分かれています
年内に一度でもご利用になられた場合は保険料８００円を差し引いた金額になります
	
	春休み　（4/10振替）
	夏休み　（9/10振替）
	冬休み　（1/10振替）

	早朝保育利用料
	１，０００円（３月分）
	３，０００円
	１，０００円

	
	１，０００円（４月分）
	
	


実際に利用になった場合のみ（利用日数に関係なく一律）加算される料金です

 (
重　
　
要
　　
保育料の引き落としについて　
　　
　　
ご利用合計金額を
ご指定の口座より
入所月
２０日
に
振替
さ
せていただきますので、
（春休み
3
月・夏休み
7
月・冬休み
12
月です）
　　
振り替えられるよう
前日までにご入金願います。（
20
日休日の場合は翌営業日の振替になります）
　　　
保育料等は
「但陽信用金庫の口座引落し」
になっております
。
※
口座がない等で
振込希望の方は、
必ず
事務局までご連絡の上
20
日
まで
に
下記へお振込み下さい
　
先払い制となっております。
前日までに入金確認できない場合は利用できませんのでご注意ください。
金融機関：但陽信用金庫　　　支店：　　０２７　タカサゴニシ
普通：　　０２０３１８１　　トクヒ）タカサゴキッズスペース
)




　













【8】入所時に必要な書類について
	
	必要書類
	備考

	1 
	入所確認書　　　　　　　　
	・１人につき1枚必要（表・裏全てご記入ください）

	2 
	利用許可申請書　　　　　　　
(入所申込書・児童名簿)
	・１人につき1枚必要（表・裏全てご記入ください）

	3 [bookmark: _Hlk6308523]
	就労証明書
	・１世帯につき、父・母１枚ずつ必要
・利用の申請理由により下表の書類の添付が必要

	4 
	警報時・早朝・延長保育利用希望調査票
	・１世帯１枚

	5 
	但陽信用金庫預金口座振替依頼書
	振込希望の方はお申し出ください
今年度及び前年度ご利用で変更無き場合は不要です


保護者の状況とそれに対する必要書類
	療育手帳または医療機関が発行する資料をお持ちの方は写しの添付をお願いします

	申請理由
	内　　　　　　　容

	就労
	直近の給与証の写し（コピー）
自営業の場合・・・自営をしていることが分かる書類
　　　　　　　　　　(確定申告書の写し（コピー)　、登記事項証明書等）

	出産の前後
	「母子健康手帳」の出産予定日を記入する欄の写し、もしくは「出生証明書」の写し、もしくは医療機関が発行する「証明書」

	疾病・負傷等
	医療機関が発行する｢証明書｣または常時介護する必要があることがわかる資料

	その他
	上記以外に児童が学童保育所を利用することが必要であると認められる資料


重　　要
[bookmark: _Hlk174981644]就労に関する書類は、就労の事実を証明するものとして給与明細の写し、自営業の方は自営がわかる書類（確定申告書の写し）のご提出をお願いしています。お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
※就労証明書が期日に間に合わない場合は先に直近の給与明細（社名、勤務時間のわかるもの）の写しをご提出ください。

【9】　早朝保育及び延長保育について　
[bookmark: _Hlk163124926]希望者がある場合に限り７時３０分からの保育を行います

学童保育所の運営は18時までですが、延長保育利用希望調査票をもとに19時まで保育を行います
ご希望のお子さまがいない場合は18時 閉所とさせていただきます
料金は実際にご利用になった場合のみ、ご請求させていただきます

[bookmark: _Hlk174981995]早朝・延長共に利用日数に関係なく一律料金となりますのでご了承ください
春休み利用分は4/10・夏休み利用分は9/10・冬休み利用分は1/10（休日の場合は翌営業日）に
ご指定の口座より振替させていただきます
[bookmark: _Hlk17284263][bookmark: _Hlk163118957][bookmark: _Hlk163119627]【10】　お弁当について　　
お弁当等を持参してください。
温めおよび、カップ麺は熱湯を使用するためできません
（保冷剤などを利用して食中毒対策をお願い致します）

[bookmark: _Hlk99982287]【11】保険について
　播磨町学童保育所では、保育中の保育室や運動場でケガをしたときのために、賠償責任保険を含む「スポーツ安全保証協会」の保険に加入します。学校のような医療費の実費ではなく、１日当たりの定額保険金が支払われるものになります。（普段通りこども医療を使って診療を受けてください）保証は保険範囲内になりますことをご了承ください。

【12】警報発令時の学童開所規約　

☆警報発令時は登所・下所の際に危険を伴います。できるだけ自宅待機をお願いします

当日、午前７時の時点で警報が発令している場合、学童保育所は閉所します
　　ただし、どうしても保育が必要な方は個別に対応しますので、支援員にご相談ください
　　　　
■ 警報発令時の開所時の注意事項
　　○　警報時、児童を預ける父母は、必ず連絡先を明確にしておいて下さい
　　　　※ 天候がさらに悪化する場合は、学童保育所より緊急連絡先へ連絡を入れさせてもらうことがあります。その際にお迎えの時間・お迎えの保護者を確認させて頂きますので必ず連絡の取れる状態にしておいて下さい。
万一、電話対応が不可の場合は、折り返し必ず連絡をお願いします
　　○　学童は警報発令時に安全の確定はできません
　　○  送迎の際にも、危険が伴います
　○　なお、支援員が危険と判断した場合は、保育時間内であっても早急にお迎えをお願いす
ることがあります。その点に関してはご了承下さい。

警報発令時、学童に登所させるのか自宅待機とするかの判断は各家庭で行ってください。
万一の場合、学童で加入する保険の範囲での対応しか行えないことをご了承ください。
また、学童において災害にみまわれても、小学校に対して責任は問わないものとします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




【13】
減免申請について（フローチャートをご確認の上、該当する方は提出してください）
■ 減免の種類(申請の理由）
　　①兄弟姉妹で同時利用
②単身（母子父子家庭）世帯で当該年度市町村民税非課税世帯
　　③生活保護法による被保護世帯
■ 申請方法
　　申請対象児童　：　　　播磨町内の学童保育所に通う小学1～6年生
　　必要書類　　　：　　　　　いずれも必ず原本を提出してください
　　　　　　　　　　　　　　　（１世帯につき１通で結構です）
	
	①兄弟同時利用
	②母子父子家庭世帯
	③生活保護世帯

	
	（弟妹）半額補助
	半額補助
	半額補助

	申請書(申請用紙)
	○
	○
	○

	住民票 ※1
	
	○
	

	所得証明書 ※2
	
	○
	

	戸籍謄本 ※3
	
	○
	

	児童扶養手当のコピー
	
	○
	

	生活保護受給証明書
	
	
	○



　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk175040136]《注意事項》
　※1　住民票　・・・必ず世帯全員が記載されているもので、本籍・続柄の記載されたもの　
　　　　　　　　　　 を用意して下さい。
　※2　所得証明・・・世帯内の就労されている方（アルバイト含む18歳以上）全員分の
　　　　　　　　　　 ものを用意して下さい。
　　　　　　　　　　 但し、１人でも市民税課税対象者であると減免は受けられません。


＊保育料に対しての減額です。保育材料費は通常通りです。


安全で楽しい保育所利用のためには、保護者と支援員の協力が不可欠です。
保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。
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◆以下の事項全ての内容を確認・同意の上、お申込みくださいますようお願い申し上げます

申込時の確認事項（申込時確認書のチェック項目です）
	1. 保育料の引落しは（3月 (春)/７月 (夏)/12月 (冬)）20日です。（休日の場合、翌営業日振替）

	1. 先払い制です
前日までに入金確認できない場合は利用できません

	3.　　安全上、児童だけでの登所はさせないでください

	4.　　欠席する場合は、必ず保護者が事前に学童まで連絡してください

	5.　　就労確認のため、就労先に確認をすることがあります

	6　　.保育中において万一の事故が生じた場合の補償は、スポーツ安全保険の範囲内であることをご了承ください

	7.　　故意に、施設や備品等の損壊や他人に怪我をさせた場合、費用は保護者負担です

	8　　.「支援員・他の児童への暴力・迷惑行為」等、運営に支障を及ぼす行為が続く場合は、利用承認を取り消すことがあります

	9.　　「学童保育事業案内書」を確認、了承しました
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　　　　 　　播磨町指定管理者

　　　　 NPO法人高砂キッズ・スペース

　　

はい いいえ

はい いいえ

　いいえ はい

　　　《注意》上記で当てはまるかなと思ったら、まずは町役場（市役所）で課税証明書をとってみてください。

　　　　　　非課税証明書（年税額が0円）であることを確認してから、住民票・戸籍をとるようにしましょう。

　　　　　　１円でも課税されていたら減額対象外です。

減額申請により、2人目以降の①保育料

が半額になります

申請書をご提出ください。

　　減額が適用されるのは保育料のみです。その他保育材料費等に減額はありませんのでご承知おきください。

播磨町学童保育所利用料金の減額についてのフローチャート

播磨町学童保育所利用料の減額を受けられるかどうか、ご自身であてはめてみてください

父親または母親と児童とで構成される単身世帯である

現在、市町村税が非課税(0円）である

（課税証明書等をご確認ください）

減免の適用はありません

減額申請により②保育料減額

が適用されます

申請書と必要書類を提出して

ください。

学童を同時に利用している児童が２人以上いる

生活保護を受給されている方は申請により③減額が適用されます

申請書と必要書類を提出ください
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